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１ 地方法人課税に関する指定都市の状況

２ 国・地方間の税源配分の是正

３ 地方法人税（法人住民税の一部国税化）について

４ 地方法人課税の偏在是正のあり方について

平成２７年１０月９日（金）

指定都市市長会 相模原市長 加山 俊夫
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１ 地方法人課税に関する指定都市の状況

法人需要への対応と都市インフラの整備・維持（１人当たり歳出額）

（注） 平成25年度市町村別決算状況調

• 法人住民税は、地域の構成員としての応益負担であり、市町村の基幹税として
重要な役割を果たしている。

• 産業と人口が集積する指定都市では、一般市に比べて商工費・土木費の歳出
が多くなっており、大都市特有の財政需要を抱えている。

指定都市の市税収入に占める法人市民税の割合（平成25年度）

（注） 決算額による数値である。

2
5,604億円

1兆6,491億円

1兆9,306億円

7,879億円
4,102億円

市税総額 4兆9,395億円



• 都市的税目である法人住民税については、法人所得課税の市町村への配分
割合が極めて低く（６．８％）、大都市特有の財政需要に対応した税収が確保で
きない。

１ 地方法人課税に関する指定都市の状況

法人所得課税の収入額（平成27年度）

（注１）国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。
（注２）国は法人税、地方法人税及び地方法人特別税の合計、道府県は法人事業税及び

法人道府県民税法人税割の合計、市町村は法人市町村民税法人税割による数
値である。

（注３）東日本大震災による減免などの金額は含まない。

道府県税
１１．４％

法人所得課税の配分割合（実効税率）

（平成27年4月1日時点）

国税
８１．８％

市町村税
６．８％

（注１）実効税率は、法人事業税及び地方法人特別税が損金算入される
ことを調整した後の税率である。

（注２）資本金が１億円を超える法人を対象とした場合である。
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総額 19兆1,407億円



２ 国・地方間の税源配分の是正
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国６：地方４

国・地方における税の配分状況（平成27年度）

58兆1,455億円
60.8％

37兆5,627億円
39.2％

地 方 税

国 税

71兆7,240億円
74.9％

23兆9,842億円
25.1％国

地 方

地 方 税37兆5,627億円

：

税
源
移
譲

総額95兆7,082億円

地方税

国 税

地 方

国

５

：

５

地方税

国 税

地方の

役割

国の役割

税の配分 税の実質配分 税の配分 税の実質配分 役割分担

《現 状》 《まずは》 《さらに》

真の分権型社会の実現

国５：地方５
国と地方の新たな役割分担

に応じた「税の配分」

総額95兆7,082億円

税の配分

「税の配分」の
抜本的な

是正が必要！

さ
ら
な
る

税
源
移
譲

地方交付税17兆5,250億円

地方譲与税 2兆6,854億円
国庫支出金14兆5,974億円
国直轄事業
負担金 △6,465億円

４

６

：

７

３

国・地方間の税源配分の是正

複数の基幹税の
配分割合の

大幅な引上げなど

地方法人税の影響により、平成２８年度には、市町村と国との税の配分格差が更に拡大

• 真の分権型社会の実現のため、消費税、所得税、法人税等、複数の基幹税か
らの税源移譲を行い、国・地方間の「税の配分」をまずは５：５とし、さらに、国と
地方の新たな役割分担に応じた「税の配分」となるよう、地方税の配分割合を
高めていくことが必要。



３ 地方法人税（法人住民税の一部国税化）について
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• 法人住民税は、市町村が産業集積に伴う社会資本整備などの行政サービスを
提供していることに対する応益負担である。

• 地方法人税は、受益と負担の関係に反し、また、真の分権型社会の実現の趣
旨にも反しているため、速やかに撤廃し、法人住民税へ復元すべきである。

• 産業振興、地域活性化に取り組む市町村の自主財源を奪うことになり、地方分
権にも逆行している。

【参考】法⼈市⺠税法⼈税割の税率改正

標準税率 １２．３％
↓

９．７％
【▲２．６％】

法人市民税法人税割
の２割が減少



相模原市の概要
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・首都圏のベッドタウンとして人口急増
・製造業を中心に内陸工業都市として発展



相模原市の２６年度決算額の状況
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78億円

435億円

423億円

88億円
95億円

市税収入に占める法人市民税の割合

市税総額 1,118億円

法人需要への対応と都市インフラの整備・維持費

億円

億円



相模大野

高尾山IC

相模原IC
リニア中央新幹線

小田急多摩線
（延伸）

圏央道

中央高速道路

広域交流
拠点

相模原
愛川IC

八王子

関東車両基地

橋本

相模原

相模原市における広域交通ネットワーク
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唐木田



上溝

唐木田

相模原
相模原
IC

相模原愛川
IC

当麻

津久井湖

川尻
大島界

麻溝台
・

新磯野

至 海老名JCT

至 八王子
至 相模湖

東京都町田市

愛川町

市役所

北里大学病院

橋本

相模
大野

金原
・
串川

面積 ：約５.７ha

川尻大島界地区

面積：約１４８ha

麻溝台・新磯野地区

構想対象面積：約１７５ha

金原・串川地区

9面積：約80.6ha

当麻地区

一部返還地：約１７ha
共同使用区域：約３５ha

相模総合補給廠一部返還地

相模原市における産業拠点整備とまちづくり



第３期 … 平成２７年 ４月 〜 平成３２年３⽉（５年）
条例の期間

条例の概要・⽬的

① より強固な産業集積基盤の形成 ② ⽴地企業への奨励措置を講じる
③ 固定資産税・都市計画税を５年間２分の１に軽減

さがみはら産業集積促進方策（STEP50）「相模原市産業集積促進条例」
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企業への奨励⾦交付額等

● 平成１７年１０⽉〜平成２６年度(１期･２期)の実績
（奨励⾦交付額は８６億円、認定件数は１１０件、総投資額は１，４００億円）
● 平成２７年度以降の５年間で奨励⾦交付額は７０億円の⾒込み
（⽴地計画の認定は６０件、企業の総投資額は６５０億円の⾒込み）

●昭和３０年に「⼯場誘致条例」を制定し、企業誘致を開始
●主に製造業を⽀援対象とし、国内有数の内陸⼯業都市として発展
●平成１７年１０⽉「産業集積促進条例」を制定し、２度の制度改正を実施



（▲1，０２2億円）

相模原市における法人市民税 （法人税割）の影響見込額
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※平成2６年度決算額ベース
（）内は指定都市の合計額

６０億円

平成26年度 平成28年度

地方法人税
（平年度化）

４８億円

消費税率
10％段階

地方交付税
原資化を

更に進めれば

自主財源である
地方税が大幅に減少

▲12億円

平成２６年度 市税決算額 １，１１８億円
（５兆５５２億円）

（５，１０８億円） （４，０８６億円）
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４ 地方法人課税の偏在是正のあり方について

• 地方が自立的に事務及び事業を執行するためには、税財源を安定的に確保
し、自立した財政基盤を強化することが必要不可欠。

• 地方法人税は、単なる地方間の税収の再配分となる制度であり、速やかに撤
廃し、法人住民税に復元すべき。

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るためには、
地方税を減ずることなく、国税からの税源移譲など、
地方税財源拡充の中で地方交付税なども含め、一体的に行うべき。
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